
支給条件
★法人が募集する職種で正職員の採用であること

★本制度を利用したことがないこと

★過去に法人拠点で勤務していない方（または3年以上経過している方）

★有料紹介業者を利用していないこと（ハローワークまたは直接応募であること）

★札幌慈啓会奨学金を借受していないこと

★2026年４月１日から2027年３月３１日までの採用であること

★職員紹介制度で入職した職員も同内容で運用する

★入職後の休職期間は支給基準期間から除外されます

就職支度金のご案内
社会福祉法人札幌慈啓会にご入職いただける方を募集します。

就職される際のご負担を軽減するため、下記条件を満たされる方に就職支度金を準

備いたしました。

20 万円就職支度金

支給時期
①入職時10万円（入職３ヶ月後）

②入職から１年経過後10万円

※法人本部・総務部までお問合せください。


